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12 月 16 日、野田首相は東京電力福島第一原発事故の「収束」を宣言したが、「原発

が冷温停止状態になったからといって事故が終わったといえるのか」という批判が出

ている。 

私も同感だ。そもそも津波に襲われた原発内部で何が起こったのか、東電や国が事

故にどう対応したのか、どんな種類の放射性物質がどのくらい原発から出たのか、そ

れがどんな影響を及ぼすかという基本的な事実すら私たちには十分に知らされていな

い。 

すなわち「今回の原発事故がどんな事故だったのか」ということを私たちはまだわ

かっていないのだ。わかっていない以上、「収束宣言」を鵜呑みにせず、できる限り慎

重に対応すべきだろう。 

秋田県が回答を迫られている放射性物質を含んだがれきや焼却灰の受け入れについ

ても、同じ態度で臨むべきだと思う。私は放射能の専門家ではないが、リスクという

意味では農薬や化学物質と共通する点があるので、それを手がかりに私見を述べたい。 

第 1 に、放射能の被害はリスクという形で考えざるを得ない。リスクとは「ある行

動を起こした場合に予想される負の影響の可能性」と定義される。可能性なので、そ

の影響がいつ誰にどんな形で起こるのはわからない。わからないので、対応には幅が

生まれる。楽観的に考える人はリスクを低く見込むし、慎重に考える人はリスクを高

く見込むだろう。慎重派の考えを理論化したものに「事前警戒原則」がある。これは

「人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学的に因果

関係が十分証明されなくても規制ができるという制度や考え方」と定義される。この

原則に立って対策を考えるべきである。 

第２に、放射能リスクの評価は科学的・総合的に行われるべきである。がれきや焼

却灰に含まれる放射性物質の濃度だけでなく、それが秋田で処理される場合に環境中

にどのように出て行くのか、拡散するのか、濃縮するのか、埋め立てた場合には地下

水に漏出しないのか、農作物や魚介類への移行はどうなるのかなどまで十分に検討し

てから答えを出すべきだろう。検討に必要な情報の提供を東電や国に要求すべきであ

る。 

第３に、放射能リスクを引き受けるのは最終的に住民なので、受け入れ地域の住民

に十分な情報を提供した上で、住民の合意を得る手続きが不可欠である。 

マスコミには「復興支援のためにがれきを受け入れるべき」という論調が見られる

が、復興支援と放射性物質の受け入れとは別の問題だろう。放射性物質の受け入れに

ついては、上述の考え方に基づいて、住民の合意が得られない限りは受け入れないと

いう方針で臨むべきではないだろうか。 

「原発廃炉まで 40 年かかる」といわれているが、万一放射能汚染で子どもの遺伝子

が損傷されればその影響は末代まで続く。慎重な上にも慎重な議論が必要だろう。  

 

（朝日新聞「あきた時評」 2011 年 12 月 21 日掲載分を加筆・修正した） 


